
第１号様式                主要事業の進行状況報告書       平成 26年９月 30日

24 都市整備局 総合的なマンション対策の推進 

事
業
概
要 

 東京において分譲マンションは、総世帯数の約４分の１を占めるなど、主要な

居住形態となっており、その数の多さや規模の大きさから都市を構成する重要な

要素となっている。適切な維持管理、再生が行われないまま放置されると、安全、

安心、活力などの面から、地域のまちづくりに悪影響を与える恐れがある。 

特に、分譲マンションは、多くの人が区分して所有するゆえの意思決定の困難

さ、建物の技術的判断に専門的知識を要することなど、維持管理や建替えを行う

に当たり、多様な課題がある。更に、築年数の経過したマンションでは、区分所

有者の高齢化や賃貸化の進展による管理組合運営の困難化が顕著となっている。 

 そのため、区市町村と連携し、マンションの適正な管理や耐震改修、建替えが

行われるよう支援、誘導していく。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

○ 「東京都住宅マスタープラン」（平成 24 年３月） 

 目標として、「マンションの管理の適正化、マンション再生の誘導」 

○ 「マンション実態調査結果」公表（平成 25 年３月） 

○ 「東京都住宅政策審議会」諮問（平成 26 年７月） 

 人口減少社会に向かう中、豊かな住生活実現のための住宅政策の新たな展開に

ついて 

○ 東京都住宅政策審議会にマンション部会を設置（平成 26 年７月） 

現
在
の
進
行
状
況 

（主な事業） 

○ 管理組合や区分所有者等の意識啓発や自主的な取組みの支援 

・セミナーの開催やガイドライン等の発行 

・管理や改修・建替えに関するアドバイザーの派遣（実施機関：（公財）東京

都防災・建築まちづくりセンター） 

・法律や技術面での専門相談を実施 

  （各区市の相談窓口で受け付けた相談のうち、専門家による対応が必要と判 

断した案件について、都で対応） 

○ マンション改良工事助成事業の実施 

 ・住宅金融支援機構の融資を受け、マンションの共用部分の修繕・改良工事を 

行う管理組合に対し、利子補給を実施 

○ マンション啓発隊の派遣 

 ・旧耐震基準の分譲マンションを対象に、マンション啓発隊を派遣し、耐震化

に向けた助言・誘導を実施 

○ マンション耐震化促進事業の実施 

  （区市町村が実施するアドバイザー派遣、耐震診断や耐震改修助成事業に対

する補助） 

○ マンション建替えに対する支援事業の実施 

 ・「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」に基づき区市が実施するマ

ンション建替え事業に係る認可等への指導、助言 

 ・建替えに伴う仮住居確保を支援するため、ＵＲ賃貸住宅、ＪＫＫ賃貸住宅、 

都民住宅等の空室情報を提供 

 ・「都市居住再生促進事業（マンション建替えタイプ）」 

（区市町村が実施する建替え経費助成事業に対する補助） 

○「優良マンション登録表示制度」の実施 

（建物の性能と管理の両面から一定の水準を確保している分譲マンションを、 

・優良マンションとして認定・登録し、公表 

今
後
の

見
通
し 

住宅政策審議会等において、専門家や各方面からの意見も聴取しながら、総合

的なマンション施策の構築に向け、検討していく。 

問い合わせ先 都市整備局 住宅政策推進部 マンション課 電話 03-5320-5004 



 


